
た

m
田

は
火

な お み

奈 保 美

学 位 の 種 類

学 位 記 番 号

学位授与年月 日

学位授与の要件

研 究 科 ・専 攻

学 位 論 文 題 目

論 文 審 査 委 員

博 士(文 学)

文 博 第80号

平成11年3月25日

学位規則第4条 第1項 該 当

東北大学大学院文学研究科(博 士課程後期3年 の課程)

西洋史学専攻

中 世 末 期 フ ラ ン ドル に お け る君 主 権 力 と四者 会 議

一 ブ ル ゴ ーニ ュ時代 初 期(14世 紀 末 一15世 紀 初 頭)を 中心 に 一

(主査)

教 授 小 野 善 彦 教 授 松 本 宣 郎

教 授 佐 藤 勝 則

教 授 安 田 二 郎

論 文 内 容 の 要 旨

本 稿 の課 題 は、 中世 末 期 フ ラ ン ドルの代 表制 組 織 「四 者 会議 」(三 大 都 市 と一 農 村 地 区 の 合

議 機 関)の 活 動 を、 ブル ゴー ニ ュ家 の君 主 との 関係 を中 心 に検 討 す る こ とで、 この 四者 会 議 が

フ ラ ン ドル の国 制 史 に お いて 果 た した 役割 を 明 らか に し、 この 時 期 の フ ラ ン ドル お よ び低 地 地

方(ネ ー デ ル ラ ン ド)の 国 制 的 特 色 にっ い て展 望 す る こ とで あ る。

全 体 は次 の よ うな構 成 を持 っ 。 まず、 全 体 の序 と して 、1で は研 究史 の検 討 か ら上 記 の課 題

設 定 を行 う。 次 い でHで は、 四 者 会 議 を め ぐる フ ラ ン ドル代表 制 の歴 史 的展開 と構造 を概 観 し、

皿以 降 で は、14世 紀 末 か ら15世 紀 初 頭 にお け る四者 会 議 の君 主 統 治 へ の関 与 を 出来 る だ け過 程

に即 して検 討 す る。 す な わ ち、 これ以 降 の4章 は、 ブ ル ゴ ー ニ ュ家 初 代 フ ィ リップ ・ル ・ア ル

デ ィへ の不 満 の表 明(皿)、 権 限 を め ぐる紛 争(IV)を 経 て、 二 代 ジ ャ ン ・サ ン ・プ ー ル治 世

下 で の協 働 関 係 の成 立(V)、 協 働 関係 の展 開(VI)に 至 る、 とい う位 置 付 けで あ る。 最 後 に、

靱 に お い て総 括 と展 望 を行 う こと に した い。以 下 、 各 章 ご と に概 略 を述 べ る。
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1序

中世末期 か ら近世 にかけての低地地方 で は、外来 の君主 ブル ゴーニュ家 によって、割拠 して

いた諸領邦 の政治 的統合 と、都市 を始め とす る地域権力 を抑制す る集権化が進 め られたに もか

か わ らず、っ いに絶対主義的統一国家 は成立 しなか った。16世 紀 中葉 の反乱 の結果、北部 に生

まれ た連邦共和国(オ ランダ)が 、州(領 邦)議 会 の権力 に基礎付 け られ、都市 勢力 に主導 さ

れ る とい う特殊 な国制 を持っ に至 ったことは、低地地方 における地方 自立主義(パ ルテ ィキュ

ラ リスム)の 強 さを物語 る。従 って、 こう した国制 的特色 を解 明す るためには、政治的統合 と

集権化 の時代 であ るブル ゴーニュ時代の地 域権 力の動 向、 中で も低地地方 の代表的領邦で ある

フ ラン ドル伯領 のそれに、手掛 か りが求め られ るだろ う。

さて、 ブル ゴーニ ュ時代 の政治的統合 と集権i化の過程 は、 ベルギーの国民史家H.ピ レンヌ以

来永 らく、低地地方 の国民国家 の形成 と して、肯定 的に捉 え られてきた。 しか し1970年代以降、

そ うした見方 が、 中央主権化 を進歩 と同一 視 し、地方 自立主義 を克服 されるべ き もの とみな し

て きた ことが、W.P.ブ ロ ックマ ンス らによって本格 的 に批 判 され、 統 治者 側 か らで はな く地

方 自立主義 一地域権 力の側 の視点 に立っ ことが提唱 され るに至 っている。 ただ、 こうした視点

の転換 にもかかわ らず、 ベルギーの研究者た ちは、 この ブル ゴーニュ時代 の中で も第三代 フィ

リップ ・ル ・ボン治世 を重視 し続 けているが、それ は君主 の主導 による政治的統合 と集権化 の

進展 を基準 に した位 置付 けである。 む しろ、地域権力 か らみれば、外来 の君主 の到来 によ って

変化 が引 き起 こされたであろうブルゴーニュ時代初期(14世 紀 末 一15世 紀 初頭)に 注 目で きる。

こうして地域権力側 に視点 を定 めた場合、有益 な素材 となるのが議会制で あ り、すで に身分

制議会 にっいては豊富 な研究 が行 われて いる。 しか しフラン ドルにおいては 「身分」 の枠組み

で の分析 は実情 に合 わない。 なぜ な ら、W.プ レヴニー ルが明 らか に した よ うに、三 大 都市 ガ

ン、 ブ リュー ジュ、 イープル とシャテルニー(農 村地 区)フ ラ'ンか らなる四者会議が、身分制

議会 に匹敵 す る機能 を持っ と共 に、 ヨーロ ッパ的に も類例 のない活動性 を発揮 して いたか らで

ある。 そ こでW.P.ブ ロックマ ンスは、「人民代表制」の概念 の下 に、住民 の中か ら選 出 されそ

れ を代表す ると自認す る諸機関、す なわち都市 ・シャテルニー当局 に始 ま り四者 会議 も含む大

小 の代表制組織 を体系 的 ・長期的 ・数量 的に分析 した。 そ こか ら、代表制 システムの変化 一機

能 においては都市 の経済的利益 の促進か ら国家的財政 ・防衛問題への移行、会合数 の減少 ・会

期 の長期化 とい う活動性 の減退 一を検出 し、 ブル ゴーニュの国家形成 の影響 を見て取 るのであ

る。 このよ うなブ ロックマ ンスの包括的な研究 は、代表制研究 にお いて決 定 的意 義 を持 っが 、

彼 の分析で は捨象 された、変化 の過程 ・代表制組織 の具体像 ・代表 制の国制 への位 置付 けな ど

の解明が今後 の課題 として挙 げ られ る。

こ うした研究史 をふ まえて、本稿 で は、 ブル ゴーニュ時代初期 において、 フラン ドルの代表
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制組織 の中で最 も重要 と思われ る四者会議 の活動 を、君主権 力 との関係 を中心 に、君主 と地域

権 力双方 の諸制度 に目を配 りつつ、具体 的な過程 に沿 って検 討す る。

Hフ ラ ン ドル代表制 における四者会議

12世紀以来 の代表制 の展 開において、常 に中心的な地位 を 占めて きたのは、類似 した法 を有

す る大都市 ボ ンヌ ・ヴィルであ った。彼 らは もちろん君主 の諮問機関 「フラン ドルのエシュヴァ

ン」 を構成 したが、相互 の連帯 に基 づいて自発的 に活動 し、14世 紀 の政治 的混乱 において は一

時 的にではあ ったが君主権力 を排除 し、各 々の影響 圏 ごとに伯領 を分割統治 しさえす る。 この

よ うな伝統 を受 け継 ぐ三大都市 の会議 に、農村地区で はあ るが、経済的 な繁栄 と司法上 の特権

(首座 裁判所 の権限)に おいて三大 都市 に匹敵す る フランが合流 し、14世 紀 末、 四者会 議 が成

立 した。

代表制 の構造 に目を向け ると、 まず、四者会議の内部 が問題 にな る。四者会議 は、4つ の都

市 ・シャテルニー当局 か ら派遣 され る代表の集 まりであ り、事実上 その構成 は母体 とな る当局 』

の構成 に等 しい。 それ ら当局 の中核 は、起源的に は伯 の地方裁判所 の参審人 エ シュヴ ァンで あ

り、 その任命 には何 らかの形 で君主 の統制が及 んで いたが、特 に都市 においては、次第 に、都

市貴族 ・有力 ギル ドな どの勢力集団が指名 を実 質的に左右す るようになる。加えて、エシュヴァ ,

ンと並ぶ評議会 や様 々な専門官職が設 け られ、共 同体 の代表 として都市統治 を担 った。 シ ャテ.

ルニーで ある フランで は、 エ シュヴ ァン任命においてよ り強 く君主の統制を受 けていた ものの、

共同体 の 「市長」が設 け られるなど、都市 に類似 した制度が発展 した。

各 々独 自の利害 を持 ちなが らも同一の地位 によ って結 びつ いた四者会議 は、代表制構造 にお

いて中心的 な存在であ った。14世 紀初 頭以来、全 ての都市 ・シ ャテルニーか ら成 る全土会議 や、

またブルゴーニュ時代 には、三 部会型 の身分制会議が、 いずれ も君主 の主導 によって設 け られ

たが、 これ らはたまに しか開催 されず、 四者会議の優位 を脅かすことはなか った。小都市 ・シャ

テルニーは、四者各 々の地域的な影響圏 「区域」 に組織 され ていた し、 聖職 者 ・貴族 は身分 と

して連帯す る程 の政治的勢力をな してお らず、 いず れ も代表制活動 において受動 的だ った。君

主 のみ な らず、四者会議 もまた、 自 らの利害 のため これ らを代表制活動 に動 員 したので あ る。

皿 四者会議 による伯領統治への関与

以上で確認 され たよ うに、代 表制の歴史的展 開 と構造 にお いて中心 的地位 を 占あていた四者

会議が、 そ うした地位 を用 いて ブル ゴーニ ュ君主権力の発 展 に対 応 して い く様子 を検 討す る。

まず前提 として、 ブルゴーニュ時代 に先立っ伯 ルイ ・ド・マール治世下 の状況が ある。す で

に当時、司法上の集権化が、地方 裁判所 か らの上訴 を導入 しよ うとす る伯顧 問会特別法廷 の試
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み と い う形 で 進 行 し始 あて いた 。 だ が そ れ は、 ル イ ・ド ・マ ー ル の行 っ た三 大 都 市 へ の 配 慮 や

フ ラ ン ドル人 の望 む フ ラマ ン語 の公 用化 に よ って隠 され 、 す ぐに は大 き な 反対 を 引 き起 こ さな

か っ た。 しか も、1379年 か らの反乱 で 不満 が顕 在 化 した もの の、 三 大 都市 は連 帯 を保 て ず 、 一

致 して 改 革 を迫 る こ とが で きな か った。

しか し、 ブ ル ゴ ー ニ ュ家 の フ ィ リ ップ ・ル ・ア ル デ ィ治 世 で は、 四者 会議 は彼 らの い う と こ

ろの フ ラ ン ドルの 法 と慣 習 の 尊重 を願 って、 重 度 な る請 願 を繰 り広 げ た。 や は り、 都市 ・シ ャ

テ ル ニ ーの 独 占的 裁 判 権 や 四 者 各 々 の地 位 の基 盤 とな って い た首 座 裁判 権 が侵 害 され た か らで

あ る。 た だ し、 四 者 会 議 の非 難 は、 新 し くブ ル ゴー ニ ュ時 代 にな って設 立 され た 申 央 法廷 で あ

る リー ル顧 問 院 に集 中 した。 フ ラ ンス語 地 域 に設 け られ た顧 問 院 を 筆 頭 に、 ブル ゴ ーニ ュの統

治 機 関 は、 従 来 と は逆 に フ ラマ ン語 と フ ラ ン ドル人 を排 除 す る傾 向 にあ り、 そ う した 非 フ ラ ン

ドル 凶 な 性 格 が 、 君 主 夫 妻 の 不 在 とあ い ま って フ ラ ン ドル の法 や慣 習 の軽 視 に繋 が った とみ な

され た か らで あ る。 従 って、 四者 会 議 は、 統 治 の フ ラ ン ドル化 に よ って 侵 害 を 防 止 しよ う と、

伝 統 的 な 司 法 機 関 の回 復 と君 主 の フ ラ ン ドル 内へ の居 住 を要 求 した 。君 主 夫 妻 はな か な か 応 じ

な か った が 、 四 者 会 議 は諦 め ず結 束 を保 ち、 場 合 に よ って は 「区 域 」 の小 都市 ・シ ャテ ルニ ー、

聖 職 者 ・貴 族 を も動 員 しな が ら一 貫 して主 張 を繰 り返 して い った の で あ る。

IV四 者 会議 と君主の紛争 一高等 バイイ 「追放」事 件をめ ぐって 一

14世紀末、 四者 会議 が、 フィ リップ ・ル ・アルデ ィの統 治 にたい して抗議 と改善 を求 め る請

願活動 を展 開す る中、都市 ガ ンのエ シュヴ ァンが、君主 の中央役人である高等バイイのヤコプ ・

ファン ・リヒテル フェルデ らに50年 間 のフ ラン ドル追放 を宣告 す るとい う事件 が起 こり、 これ

をあ ぐって四者会議 と君主 の間におよそ2年 間 にわた って紛争 が続 いた。 本章 で は、 ガ ンと君

主側 の対立 の構 図 と、 四者会議 の活動 を通 して、君主権 力 との蘭係 におけ るこの紛争 の意味 を

考察す る。

まず、都市 と君主双方 の主張 か ら浮か び上が るの は、都市 ・シャテルニー当局 は、君主か ら

認 め られた管轄 内の独 占的裁判権 を基礎 と して、 自己領域 内の支配機関 にな って いた とい うこ

とであ る。 これに対 し、 フィ リップ ・ル ・アルデ ィ治世 に至 って進 め られた中央諸制度整備 の

一っ として、公共 の秩序維持 に関 わる司法役人高等 バイイは、地方 の統制 を受 けない柔軟 な活

動 の余地 を与 え られた。 しか し、中央か らの権 限の侵食 に、 ガ ン当局 は敏感 に反応 し、都市支

配 の基盤 の侵害者 に追放宣告 とい う司法的手段 で抗議 す る。彼 らの拠 り所 とす る諸特権 をフラ

ン ドル統治 の開始 にあた って承認 していた君主 は、彼 らの裁判権 自体を否定す ることはできず、

裁判権行使 の際 の付帯条件の不備を突 いて論破 しよ うと したが、彼 らを完全 に従わせ ることは

不可能だ った。 こ うして、 ガ ンの下 した追放宣告 の是非 をめ ぐって、両者 の対立 は膠着 状態 に
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陥 ったので ある。

そ して、 この ような状態で重要 な役割 を果 た したのが四者会議であ った。彼 らの指導 的存在

のガ ンが紛争 当事者 であ ったが、一方 では、特 にガ ン以 外の三 者が、君主 との結 びっ きも持 っ

地域 の有力者 を君主側 との交渉 に送 り込む ことで、両者 の宥和 に努 めた。 そ して他方 では、 ま

ず各 々の都市 ・シャテルニーにおける支配を、次 に首座裁判所 の権限 に基 づ く近 隣地域(「 区

域」)へ の影響 力を及 ぼす という各 々共通 の立場か ら、結 束 して ガ ンを支持 す ることにな った。

まず、別問題 における君主側 との協議 を拒む ことで圧力 をかけたが、次 いで、よ り過激な手段、

司法停止 を示唆す る。彼 らの司法停止 は、各 々の領域 内の支配機関 としての立場 に基づ くと共

に、首座裁判所 の権限 に基づ いて フ ラン ドル全体 に及 び得 た。 ゆえに、一都市 ガ ンだ けな らま

だ しも、結束 した四者会議 との対立 は、 フラン ドル統治 を実質的 に支え る都市 ・シャテルニー

当局の全体 と対立 す る ことにほぼ等 しい。 この時期、民衆 の暴動 を恐れ る不安定 な状態 にあ っ

た君 主権力 はこ うした対立 には耐え られず、 っいに譲歩す る ことにな った。

こう した解 決 は、集権化への抵抗 とい う点 では妥協的で あった。 そ もそ もガン当局や四者会

議 が この紛争を通 じて リヒテル フェルデ個人 への攻撃 に終始 し、 よ り根本的な問題 と思われ る

高等 バ イイ職の権限の否定あ るい は修正 に 目を向けなか った ことが一 っ の限界 を示 してい る。

しか し、 四者会議 が、主 張を通 しっっ紛争 を平和的な解決に導 いた とい うことは、ブルゴーニュ

時代初期 の不安定 な状 況 において、 フラン ドルの地域権 力 と君主権力 が新 たな関係 を模索す る

なかで積極 的な意 味を持 つ もの といえよ う。

Vガ ン顧 問 院勅 令 の成 立

前 章 で み た よ うな紛 争 の解 決 を経 て、 四 者 会 議 と君 主 との 関係 に は、1405年 君 主 の代 替 り に

よ って転 機 が訪 れ た。 四者 会 議 の一 貫 した主 張 は、 第 二 代 君 主 ジ ャ ン ・サ ン ・プ ー ル に、 父 と

は違 う フ ラ ン ドル へ の配 慮 を迫 った ので あ る。 本章 で は、 以 後 、1409年 顧 問 院 に関 す る勅 令 に

よ って、 四者 会 議 と君 主 権 力 の協 働 に基 づ く統 治 が確 立 す るに至 る過 程 を検 討 す る。

四 者 会 議 は、1405年 新 君 主 の即 位 と い う機 会 を捉 え、 長 年 の要 望 を連 ね た請願 書 を提 出 した。

この時 、 君 主 側 の回 答 は全 て 肯 定 的 で あ り、 君主 の フ ラ ン ドル 内居 住 、 顧 問 院 の フ ラマ ン語 地

域 内 へ の移 転 、 フ ラマ ン語 の使 用 とい った諸 措 置 に っ い て、 君 主 の確 約 を書 面 で 取 り付 け る こ

とが で きた。 それ は、 再 三 の努 力 に もか か わ らず 口約 束 しか得 られ なか った フ ィ リ ップ ・ル ・

ア ル デ ィ期 の状 況 か らみれ ば、 画 期 的 な成 果 で あ った。 しか し、 回 答 文 書 に よ って 、 集 権化 の

問 題 性 は個 々 の具 体 的 な措 置 にす り替 え られ、 また、 そ れ らの措 置 の 実 現 も、 依 然 予 断 を許 さ

ぬ 状 況 に あ った。

しか し、 四 者 会 議 は粘 り強 く約 束 の履 行 を求 め、 イ ング ラ ン ドの 圧 力 、 フ ラ ンス にお け る権
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力闘争 などに苦慮す る君主へ の援助 を拒む ことも辞 さなか った。 そ う した緊 張 は、1407年 春 、

君主 の妃 マル グ リッ トの居所 と顧問院 とが相次いで フラン ドル最大 の都市 ガ ンに移 された こと

で、 ひ とまず は終息 した とみていい。 これ らは四者会議 の要望 を満 た し、 四者会議 と君主 ・顧

問院 との 日常的協働 を もた らした。そ う した中、 この新 しい状況 にふ さわ しい顧問院 の運営が

求 め られ、1409年 顧問院勅令が発布 されたのであ る。

この勅令で は、 フィ リップ ・ル ・アルデ ィ期 の リール顧 問院勅令 と比べ、顧問院 の組織 と権

限 において著 しい充実が み られ る。 ガ ンへの移転 によ って四者会議 を満足 させ、顧問院 の存在

を事実上受 け入 れさせ た後、 こ うした形 で正式 に権限拡大 の規定 を行 った こどは君主側 の巧妙

さを感 じさせ る。 しか し同時 に、四者会議 の請願 どお りに、 フラマ ン語 の使用な どの措置が盛

り込 まれ、 フラン ドルの法や特権の尊重 に基 づ く運営 が保証 された。四者会議の長年 の請願活

動 に対す る君主側 の応答 はここに確かな姿 を とり、 四者会議 との協働関係 に基づ くフ ラン ドル

統 治が確立す るので ある。

VI租 税割当比率 の改定

ジ ャン ・サ ン ・プール治世下 で、 四者会議 の請願項 目が相次 いで実現 に向 か ったの に伴 い、

四者 会議 もそれ まで拒み続 けて きた援助金 を君主 に供与 した。 本章で は、 こう した租税分野 に

お ける四者会 議 と君主 の協 働を、従来 あま り注 目されて いなか った財務行政、租税割 当問題 か

ら考察 す る。

14世紀末以来、君主 と代表制組織 の間で は、援助金割当の問題 が浮上 していた。 フラン ドル

において は、援助金 の総額 を都市 ・シャテルニーごとに割 当て る際、常 に固定 的な租税割 当比

率 トランスポールが用 い られていた。従 ってそれ は、現実 の経済状態 に対応 出来 な くな ってい

たため、 四者会議 を筆頭 とす る納税側 は、援助金 の度 に割 当方法 をめ ぐって論争 し、徴収 の能

率 と効果 を損 な っていた。 しか し、統治 の在 り方 をあ ぐる四者会議 と君主 の対立状態 が、1405

年即位式請願 中の諸措置 の実現 によって ひとまず解 消 してよ うや く割 当比率 の改定 が行 われ る

に至 る。 その際、君主側 の改定提案 に四者会議 が応 じたのは、彼 らが交渉経費回収 のため小都

市 ・シャテルニーへ課税す る ことを許 可 され、君主 だ けでな く四者会議 もまた、課税者 と して

の利害 を追求す る必要 に迫 られ たか らであ った。

そ して、実際 の改定作業 にお いて も、四者会議 は君主側 と協働 を行 うことになった。 すなわ

ち・君主 側か ら9名 ・四者各 々か ら2名 ずつ・計17名 の改定委員会 が組 織 され たので あ る。 形

式上、 改定の主導性 は、君主 側委員 に与 え られて いた。 しか し、選任された双方の委員の身分 ・

経 歴をみ ると、かな りの親近性を示 してい る。 もちろん君主 側委員 は、顧 問官 ・財務役人、地

方 役入 バ イイなど、君主利益 を推進す るに相応 しい官職を担 って いたが、都市 ・シャテルニー
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の官職経験 や所領 の保有 によって、地域利害 に無関係で はなか った。一方、 四者会議側 の委員

は、 当然、 四者各 々の当局 の役職者 であ ったが、個人 的に は貴族身分 や君主側 の官職 の保有 な

どによ って、総 じて君主 に協調 的な姿勢 をとる有 力者であ った。従 って、 この委員会 は、君主

とフラン ドル人 の利害調整 と共 に、 フラン ドル人支配層 の間の利害調整 が行 われ る場で あ った

ともいえ る。

委員達 は割 当比率作成 とそれに関わ る調 査 について全権 を与 え られる と共 に、四者会議 によ

る課税 の割 当 も委任 された。 これによって四者会議 は、 自らの利益 になる課税の割当比率 の作

成 に携 わ ることにな り、各 々の 「区域」の小都市 ・シャテルニーを動 か して、実際 の調査 を進

めて い ったので ある。

さて、改定 の結果 をみる と、 四者 は各々の状況 に応 じて出来 るだけ負担 を抑え よ うとしたの

で、 その分、残 りの小都市 ・シャテルニーは総 じて以前 よ り割 当比率 を高 あたが、 四者 の分担

が圧倒的 な部分 を占める分布構造 は保たれた。 また、小都市 ・シャテルニー各々 に与え られ た

比率 は決 して過大 ではな く、す みやか な徴収が可能 だ った ところをみる と、利害調整 は一定 の

成果 を収 めた といえ るだろ う。作成 された比率を用 いて、早速1407年 の援助金 および四者 会 議 門

による小都市 ・シ ャテルニーへ の課税が実施 された。以後、 この新 しい固定的比 率 「1408年 ト

ランスポール」 は、約一世紀 にわたって フラン ドルの租税割 当方法 を規定す ることになる。

このよ うに、1408年 の租税割当比率の改定 は、援助金 の効果的 な徴収を 目指す君主 側 によ っ.

て企図 され たに して も、地域権力 との協働 に よって進 め られ、地域支配層間での利 害の調整 と

い う側面 も持 って いた。四者会議 は援助金 の納税側 の筆頭 であると共 に、 自 らも小都市 ・シャ

テル ニーに対 して は課税者 とな る立場 か らこの改定 に深 く関わ り、区域構造を利 用 した影響力

によって地方的 な調整 を行 った。っ まり彼 らは、 自己利害 を追求 しなが ら君主 との協 働を推 し

進 あてい ったので ある。

W総 括 と展望

以上 にみて きた よ うに、 ブルゴーニ ュ時代初期、君主権力の志す中央諸機関の拡充によって、

自己領域 を支配す る地域権力 は侵害を受 けたが、 フラン ドル地域権力 の中で最 も有力な四者会

議 は、執拗で大規模 な請願や、様 々な圧力手段 を使 って、侵害 を回復す るよ うな諸措置を実現

させ た。14世 紀 の三大都市が反乱 に頼 り、継続 的な連帯 を維持出来なか ったのに対 し、 四者会

議 は、 フランとい う有力 な農村地区を交 えて伯領全体 を影響下 に置 いて、暴力的な手段 には訴

えず、 ガ ンのよ うな先鋭的な主張 の ものを和 らげっっ連帯 を保 って活動 を展開 した ため、君主

側 は実力 によって彼 らを圧伏す ることは出来 なか った。

しか し一方で、 四者会議 は、君主権力の拡大 を根本的 に抑制す ることをせず、 む しろ君主権
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力 との協働 を望 んで いた。 まず、彼 らは、 自分 たちに加 え られる侵害 の真 の要因 を悟 って いな

か ったか らで ある。彼 らは、恣意的で現地 の事情 に疎 い役人 を排除 し、君主 自 らフ ラン ドル に

お いて統 治を行 うことによって、侵害 を解決 で きる と信 じて いたよ うであ る。従 って、 フラ ン

ドル的な統 治 の実現の裏で、 ガ ン顧 問院のよ うな中央統治機関 は権限を少 しつ つ広 げ て いた。

そ して、 四者会議 の構成 と権限 も君主 との協働 を不可欠 として いた。四者 会議を構成 してい る

人 々 と君主 の役人 は、 同 じく地域 の支配層 に属 して いた し、 四者会議 がその他 の小都市 ・シャ

テルニーに対 す る影響 力を支配 にまで高 あるには、例 えばそれ らへの課税 に君主 の許可 が必要

だ った ように、彼 らの持 て る権 限だけでは不十分だ ったか らであ る。 四者会議 一すなわち4っ

の地域 当局 と支配層 一 は、君主 との協働 によって、 フラ ン ドルにお ける自分 たちの優越 的な地

位 の維持 ・拡大 を 目指 した といえよ う。

このよ うた して、15世 紀初頭 の フラン ドルで は、四者 会議 と君主 との協働 関係 に基づ く統治

の在 り方が確立す る。 その協働 は、例 えば割当比 率 トランスポールの改定 にみるよ うに、双方

に利益 を もた らす と共 に、 ブル ゴーニュ時代以前 の混乱期 にはみ られなか った伯領 のま とま り

と安定 を生 み出 した。 ブル ゴーニュ家 の君主権力 は、 これ以降、 フラン ドル外 の諸領邦 の獲得

によって強化 され、 フ ラン ドル内の個々の地域権力 に対 してはその自立性を強圧的に奪 っていっ

たが、四者会議 とい う連帯が ある限 り、最後 まで恒久的間接税 を導入で きなか った ように、絶

対 的な支配 を貫徹す る ことはで きなか った。一時 的には団結が乱れ ることもあったが、 四者会

議 は中世 か ら近世を通 じその勢力 を保 ち、 ブルゴーニュ領低 地地方の全 国議 会 で も活躍 す る。

それ はこの フ ラン ドル四者 会議 が、都市 と農村 との連帯 によって、地域権 力 と君主権力 との間

で柔軟 な均 衡を作 り出 して い く重要 な役割 を果た して いったか らで はないだ ろうか。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

本論文 は、 ブルゴーニュ時代初期 フラン ドルにおける代表制組織四者会議 の役割 ・活動 を

君主権 力 との関連 にお いて論 じた研究であ り、14世 紀末か ら15世 紀初頭 にか けての この地 域 の

国制史 的展 開 を具体的 な分析の対 象 と してい る。

第1章 、序 で は、低地地方 においては中世末期以降都市 勢力の主導下 で.「地方 自立主義」 が

強力 に展 開 したが、 こう した国制 的特色 を解明す るにはと くにブル ゴーニ ュ時代 の フラン ドル

におけ る政治 的統合 と集権化 のあ りかたが注 目され る、 と して、 この時代 の フラン ドルにっい

て の従来 の諸研究 が姐上 に載せ られる。その検討 を踏 まえて、 国家形成史研究 において もまた

これを批判 す る身分制議会史研究 において も従来不 当に閑却 されて きた14世 紀末か ら15世 紀 初
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頭 にか けての フ ラン ドルの国制史的展 開を君主権力 との関連 における四者会議(地 域権 力 に し

て代表制組織)の 活動 を軸 に再検討す ることが本論文 の課題 として提示 され る。本章 にお ける

研究史の整理 は的確で あ り、研究視 角の設定 も説得的 である。

第H章 「フ ラン ドル代表制 にお ける四者会議」で は、12世 紀以来の この地方 におけ る代 表 制

の展開の中か ら中心的 な地位を 占め る三大都市(ガ ン、 ブ リュージュ、 イープル)が 抜 きんで

て、 これ に農 村地区(シ ャテル ニー)フ ランが加わ り、14世 紀 末 に四者 会議 が成 立 した こと、

この四者会議 は、4っ の都市 ・シャテルニー当局か ら派遣 され る代表 の集 まりであ り、各 々独

自の利 害を有 しっっ も同一 の地位 によ って結 びっ いて代表制構造 にお いて中心 的な存在 であ っ

た こと、一方 、14世 紀 初頭以来全 ての都市 ・シャテルニーか ら成 る全土会議 が君主 の主導 によ

り設 け られたが、三部会型 の身分制議会 に編成 され たブルゴーニュ時代 において もそれ らの開

催 は稀 であ り、優位 は常 に四者 会議 にあ った こと、が それ ぞれ確認 され る。研究文献 の精密 な

読解 に基 づ く的確な整理 ・位置づ けである。

第 皿章 「四者会議 による伯領統治へ の関与」で は、新君主 ブル ゴーニ ュ家 の もとで君主権力

が伸張 し、都市 ・シャテルニーの裁判権 や四者各 々の支配権 が侵 害 された ことか ら、 四者会議

が中心 とな って君主側 の専横 に対抗 し、 くにの伝統 的な司法機 関の回復 と君主 の フラン ドル内

居住 を求 めて君主 に請願 が繰 り返 されたこ とが確認 され る。

第IV章 「四者会議 と君主 の紛争」 では、14世 紀 末の都市 ガ ンによ る高等バ イイ 「追放」事 件

をめ ぐり四者 会議 と君主 との間で2年 間 にわた り続 いた紛争 が取 り上 げ られ る。都市 ・シ ャテ

ルニー当局 は、君主 か ら認 め られた管轄 内の独 占的裁判権 を基礎 として自己領域内 の支配機関

にな っていたのであ り、君主 の司法役人高等バ イイによる権 限侵害 にガ ン当局 は高等バ イイ ら

への追放宣告 を もって対抗 したのである。両者の対立 は膠着状態 に陥 ったが、か くなる状況 に

おいて重要 な役割 を果 た したのが四者会議で ある。 その指導 的存在 のガ ンが紛争当事者で あ っ

たが、残 りの三者 が両者 の間の宥和 に努 めっっ、 フラン ドルの地域権力 とい う共通 の立場か ら

結束 してガ ンを支持 し司法停止等 によ り君主 に圧力をか け、結局君主 の譲歩 を引 き出 したの で

あ る。 こう した解決 は、 四者会議 がその主張を通 しっつ紛争 を平和的解決 に導 いた とい うこと

で、 ブル ゴーニ ュ時代初期 の不安定 な状況下、 フラン ドルの地域権力 と君主権力 とが新 たな関

係 を模索 す る上 で積極 的な意義 を有す る ものであ った と、論者 は結論す る。

第V章 「ガ ン顧 問院勅令 の成立」で は、一上述 の紛争 の解決 を経 て、君主の代替わ りに より四

者会議 と君主 との関係 に転機 が訪 れた1405年 以 降の展 開が考察 される。 四者会議 は新 君 主 の即

位 の機会 を捉 えて長年 の要望 を連 ねた請願書を提 出 し、君主 の フラン ドル内居住、顧 問院の フ

ラマ ン語地域 内への移転、 フラマ ン語 の使用、の諸点 にっ いて君主 の確約を得 たが、 それ らの

約束 は1407年 に実現 をみ、新 しい状況 に対応 した顧 問院 の運営 のために1409年 顧 問 院勅 令 が発
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布 された。 この勅令で は、四者会議の請願通 りに フラマ ン語 の使用 などの措 置が盛 り込 まれ、

フラ ン ドルの法や特権 の尊重 に基 づ く運営 が保証 された。四者会議の長 年 の請 願活動 に対す る

君主側 の応答が ここに確かな姿を とり、 四者会議 と君主 との協働関係 に基づ くフラ ン ドル統治

が確立 した ことが確認 され る。

第VI章 「租税割当比率 の改定」 で は、新君主 の もとで四者会議の請願 項 目が相次 いで実現 に

向か ったの に伴 って、四者会議 も君主 に援助金 を提供す ることにな り、 それ に付 随 して両者 間

で検討 ・交渉 された租税割当比率の改定 問題が取 り上 げ られ る。論者 によると、四者 会議 が君

主 側の改定提案 に応 じたのは、 旧来の割 当比率 が各担税者 の現実 の担税力 に対応 してお らず課

税 の度 に対立 を巻 き起 こして いた ことがあ り、 しか もこのたび四者会議 は彼 ら自身が これ まで

負担 して きた君主 との交渉経費を回収す るために領邦 内の小都市 ・シ ャテルニーに課 税す るこ

とを君主 か ら許可 されてお り、従 って彼 らもまた課税者 として の利害を有 していたか らである。

そ こで、 君主 側 と四者会議 との間での協働 とい う形で領邦内 の諸利害の調整が行 われ、新 しい

固定比 率 「1408年 トラ ンスポール」 が成立 した。 このよ うに、1408年 の租税 割当比 率の改定は、

援助金 の迅速 な徴収を 目指す君主 側 によって企 図されたにせ よ、地域権 力 との協 働 によって進

め られ、地域支配層間で の利害の調整 とい う側面 ももって いた こと、他 方四者 会議 は援助金の

納税側 の筆頭で あるとと もに、 自 らも小都市 ・シ ャテルニーに対 して は課 税者 とな る立 場か ら

この改 定 に深 く関わ り、地域支配権 に基づ く影響力 を もって地方内の調 整を行 な うとい うかた

ちで、 自己利 害を追 求 しなが ら君主 との協働 を推 し進 あてい った ことが確認 され る。丹念 な史

料 の繕読 に基 づ く卓 見が随所 に示 されている。

か くして論 者 は、 本論文を総括 して、15世 紀初頭 のフラ ン ドルで は、 四者会議 と君主 との協

働 に基 づ く統治 システ ムが確立 したのであ り、 この協働 は、双方 に利益 を もた らしっっ、14世

紀 の混乱 期 にはみ られなか った フラン ドルの 「くに」 と しての まとまりと安定 を生 み出 した こ

とを確認 す る。 そ して、 ブル ゴーニ ュの君主権力 は、 これ以降低地地方 の他 の諸地域 を併合 し

て一層伸張 してい くが、 四者会議 とい う連帯が ある限 り、 フラ ン ドルにおいては絶対 的な支配

を行使 す ることはで きなか った ことを展望 して いる(第 田章 「総括 と展望」)。

論者 の研究 は、 中世 フラン ドル国制史、行政史、 身分制議会 史の関連研究文献 を幅広 く渉猟

し的確 に整理 した上 で研究課題 と視角 を設定 し、四者会議側 の 「交渉記録」 を中心 とす る大部

の関連史料 を丹念 に分析 しその精密で妥当な解釈を立論 の根底 に据 えた、理論的 に も実証 的に

もきわめて密度 の高 い優 れた研究 であ り、 その研究成果 は従来 の研究 を大 きく進展せ しめる も

ので あ って、斯界 の学 問的発展 に寄与す るところ大 な るものがある。

よ って、本論文 の提 出者 は、博士(文 学)の 学位 を授与 され るに十分 な資格 を有す る ものと

認 あ られる。

一552一


